
様式第８号(第４条関係) 

東部総合運動公園有料公園施設利用申込書 

年  月  日 

宮若市教育委員会  様 

        申請者  団体名             

           住所              

                       氏名           ㊞  

                       連絡先             

 次のとおり、有料公園施設を利用したいので、下記により申し込みます。 

1 利用する施設・設備名 

（該当箇所を〇で囲む） 

・野球場施設(グラウンド、本部席、記者用席、審判員

控室、放送室、記録室、救護室、全館) 

・多目的グラウンド施設 

・クラブハウス施設 

・多目的屋内施設（全面・半面、投球練習場） 

・テニスコート施設（  面） 

・野球場設備（電光掲示板 全面・半面、放送設備、冷

暖房、スポーツライン） 

・多目的グラウンド設備（放送設備、スポーツライン） 

・クラブハウス設備（放送設備、冷暖房、シャワー） 

・多目的屋内施設設備（放送設備、シャワー、ピッチン

グマシン） 

・照明（  時間） 

2 利用する日時又は期間 年  月  日 ( 曜日) 

～ 

年  月  日 ( 曜日) 

  時  分 から 

   

時  分 まで 

3 利用人数 高校生以下  人（市内  人 市外  人）  

一般     人（市内  人 市外  人）  

プロ     人 

4 利用用途・目的 ・用途 

 

・目的  大会(名称      )  練習  準備 

 

施設利用許可書 

 施設利用について、宮若市東部総合運動公園条例及び宮若市東部総合運動公園条例

施行規則並びに利用者心得を遵守されることを条件に、許可する。 

年  月  日        

             様 

                            宮若市教育委員会     



 

(利用者心得) 

１ 利用時間は、準備、後片付けの時間を含みます。 

２ 利用備品は元の位置に戻し、施設の整備・清掃を必ず行うこと。 

３ 雨天時又はグラウンドの状態が悪いときの利用の可否は、管理者の指示に従うこ

と。（試合途中であっても、管理者の判断により利用を中止することがあります。） 

４ ゴミは各自持ち帰ること。喫煙は所定の場所以外では行わないこと。 

５ 野球場利用後は、ダッグアウトの清掃を行うこと。（スパイクの泥等残さないこ

と。） 

６ 野球場利用時のスパイクの着脱は、ダッグアウト内で行うこと。 

７ 大会等行う場合は、事前に警備計画等について管理者と協議を行うこと。 

８ 公園内に車両を乗り入れないこと。 

９ 他人に迷惑をかけないようにし、管理上必要な指示に従うこと。 

１０ その他管理上の都合により、利用許可を取り消すことがあります。 

＊上記利用者心得を遵守しない場合は、次回の利用受付はいたしません。 

 

 ◎宮若市教育委員会記入欄 【受付日  年   月   日】 

              【受付番号      号】 

使用料 

(税込) 

施設             円 

（内訳） 

設備             円 

（内訳）  

 

減免申請予定 なし 3割 全額 

合計 円 

申請(料金)区分   

 

 


